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特定歴史公文書等の利用請求のフロー図（イメージ）
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形式上の不備がある場合は、相当

の期間を定めて補正を求める。

審査

利用決定通知書

閲覧、視聴、聴
取

※反対意見書が提出されている特定
歴史公文書等を利用させる場合

は、少なくとも２週間を経
過してから利用させる。

決 定 期 間
延長通知書 事務処理上の

困難があるとき

インターネット

受入れ

「公開」利用制限なし

「要審査」利用制限すべき情報が含ま

れている可能性があるもの

「非公開」目録を公開しているが、利

用制限情報が簿冊全体に含まれてい

るため、特定歴史公文書等全体が非公

開のもの

移管文書一覧

の作成、利用制

限情報の記入

目録の公開

利用請求書の提出
（氏名・住所・特定歴史公文書

等の名称・請求番号・希望する

利用の方法等）

（本人情報の利用請求を行う

場合は、本人確認書類の添付）

利用請求書の受付
・公文書館の閲覧室

・郵送による到達（郵送料

は、利用請求者の負担）

1年以内

利用制限区分の決定

意見書の提出

利用決定等

公開

要審査 非公開
意見書の提出

第三者の個人情報等を含むものを公開する場合

公益上の理由から、事業者情報を公開する場合

公共安全等に関する

利用制限情報を公開する場合

非公開部分公開公開

移管元実施機関の

意見を参酌

審査請求
（知事に）

（要公文書管

理委員会諮問）

訴訟

非公開又は

部分公開

公開又は

部分公開

利用の方法申出書の提出

閲覧室又

は郵送

審査請求
（知事に）

（要公文書管

理委員会諮問）

訴訟

利用させる旨
の通知書反対意見書が提出され

ている特定歴史公文書

等を利用させる場合

写しの交付に要する
費用の支払の確認

複写したもの
の交付
用紙に出力し
たものの交付

※利用決定に当たっては時の経過を考

慮するとともに、移管時の実施機関の
意見を参酌する。

※利用制限は、原則として作成取得から

30年を超えないものとする考え方を踏
まえる。
※例えば。学歴・財産などの個人情報の

公開は50年、国籍・人種・信仰などの個
人情報の公開は80年を目途とする。

※写しの交付に要する費用は、情報公開

条例の費用に準じて設定する予定

（白黒１枚10円、カラー１枚50円）
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